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9月8日
熊取駅での政治
活動や宗教勧誘
について

熊取駅改札口前でのエホバの証人や参政党による活動が盛んですが、こういった活動に対しては規制はかけないんですか？

平素は、本町行政に対しまして、ご支援ご協力いただきありがとうございます。
　さて、熊取駅改札前（熊取駅東西自由通路）での政治活動等につきましては、道路の占用行為にはあたらないため、道路管理者の
道路占用許可は不要となっており、選挙が行われていない期間における政治活動は規制されるものではありませんが、ビラ配布など
を行う場合の道路の使用行為につきましては、泉佐野警察から道路使用許可を得る必要があります。
使用許可条件として、「通行の妨げとならない方法で行うこと」、「呼びかける場合は、通行人の前に立ちはだかり、又は通行人に
追従したり、強要しないこと」などの指導がなされておりますので、通行の妨げとなるようであれば、直接、泉佐野警察もしくは本
町道路公園課まで通報いただくようお願いします。
ご理解賜りますようよろしくお願いします。
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